


「催造司」の「司」字は書き直しをした痕跡がある。

�は上下２片分離。下端・左右両辺削り、上端折れ。

割書６・７文字目は「醤□」とされていたが、「酉」とみ

た部分はウ冠にあたり、「将滓」が正しい。「将」は「醤」

の意味で使っているとみてよかろう。醤滓は薬の材料と

して用いられることがあり、�の典薬寮との関連から若

干の注意を要する。同じ遺構から「醤滓四斗」と書かれ

た断片も出土している（『平城木簡概報１５』２０頁上段）。割書

左行の「如山」は不審であるが、赤外線テレビカメラで

再検討した結果、文字を改める必要性を感じなかった。

�は左右２片分離。下端・右辺削り、上端折れ、左辺

割れ。裏面が新たに人名として釈読できるようになっ

た。５文字目は「嶋」の可能性がある。�は下端削り、

上端折れ。左右両辺は二次的割截。裏面の割書２文字目

を「有」から「布」に訂正できたことで、門�木簡の一

部である可能性が高まった。裏面１文字目は右半分しか

残らないが、「送」とみて矛盾ない。

��は門�木簡の可能性があるもの。�は上端削り、

下端折れ。左右両辺は二次的割截。�は下端削り。上端

は表裏それぞれから刃を入れて二次的に切断する。左右

両辺は割截で、少なくとも右辺は二次的割截。

�は上端・右辺削り。左辺は二次的割截。下端は右辺

を二次的に削って尖らせ、あわせて表裏ともに文字を削

り取って薄くする。端正な細字の小書である。「小子部

門」は東張り出し部の南面西門に比定されており、この

木簡が若犬養門比定地の近辺で出土した理由は不詳であ

る。小子部門が宮城門であることは確かであるとして

も、宮城十二門に含まれるかどうかは検討を要する。

藤原宮跡東面北門近辺出土の木簡 	～
は門の東側を流

れる外濠SD１７０から出土した（飛鳥藤原第２７次）。

	は上端・右辺削り、下端折れ。左辺は二次的割截。

裏面は文字の右半分を欠くが、「山ア門」と釈読できる。

調査次数は違うが、同じ溝の南延長部で「多治比山ア

門」と連記された木簡（『藤原木簡概報６』６頁下段）が出土

している（飛鳥藤原第２９次）。多治比門は北面東門にあたる

ことから、隣接する東面北門は山部門であると推定され

ていたが、	はそれを裏づけた。	には「皇太妃宮職

解」とあり、公式令の規定に従えば、宛先は中務省とな

る。しかしその場合、藤原京跡出土の門�木簡の例から

みて、裏面の左端に中務省判が加えられてしかるべきで

あるが、そうなっていない。�と同じように、この「解」

は単なる上申の意で使ったにすぎず、具体的な宛先は山

部門司を想定するのが妥当であろう。同じ溝から「和銅

元年」銘の木簡が３点でており、本木簡も和銅２年の可

能性がある。なお裏面の「門」字より下の部分は、削り

取った痕跡があるが、その上から年月日などが書かれて

いるので、木簡当初の整形痕跡と判断してよかろう。

宮城門近辺で出土した門�木簡は解・移・牒など多様な

文書様式をとること、かなり簡略化した記載のものが存

在することに着目すると、�～
も門�木簡であった可

能性がでてくるので、参考までに取り上げておく。�は

上下２片分離。上端・右辺削り、下端折れ。左辺は二次

的割截。裏面１・２文字目は「四月」の可能性がある。


は上端・左辺削り、下端折れ。右辺は二次的割截。裏面

７・８文字目の旁は順に「青」「者」。�は上端削り。下端

は折れか。左右両辺は二次的割截。�は上端削り、下端

折れ。左右両辺は二次的割截。
は上端削り、下端折れ。

左右両辺は二次的割截。表面２文字目は言偏の文字。

小 括 以上のとおり、門�木簡は二次的な加工を被った

事例が多い。藤原宮の北面中門付近で出土した門�木簡

には、下端部に穿孔があり（『藤原宮木簡１』２号）、宮城門

の門司によって回収された後、一定期間保管されていた

ことを示している。この小論で取り上げた門�木簡も、

宮城門を通過した後、そのまま廃棄されたのではないこ

とが明らかである。門�木簡が回収された後、いかなる

役目を果たしたのか、稿を改めて論じたい。（市 大樹）
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